
議案第68号 

 

多可町コミュニティプラザ条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 

多可町コミュニティプラザ条例の一部を改正する条例を別紙のとおり

制定することについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項

第１号の規定により、議決を求める。 

  

  平成30年12月６日提出 

 

多可町長 吉 田 一 四     

 



多可町コミュニティプラザ条例の一部を改正する条例 

平成 年 月 日 

条例第    号 

多可町コミュニティプラザ条例（平成22年多可町条例第３号）の一部を次のように改

正する。 

第３条第１号に次のただし書を加える。 

ただし、中コミュニティプラザを除く。 

第３条第４号に次のただし書を加える。 

ただし、中コミュニティプラザを除く。 

別表第１中「 

名称 位置 

（略） 

」を「 

名称 位置 

中コミュニティプラザ（中プラザ） 多可町中区茂利20番地 

（略） 

」に改める。 

別表第２中「 

名称 区分 金額（１時間につき） 

（略） 

」を「 

名称 区分 金額（１時間につき） 

中コミュニ

ティプラザ 

大会議室 1,080円 

      中会議室           640円 



       調理室           750円 

     和室（15畳）           370円 

     和室（12畳）           320円 

（略） 

」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に、改正前の多可町立公民館条例（以下「改正前の条例等」

という。）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定に

よりなされたものとみなす。 

３ この条例の施行の日前に、改正前の条例等の規定により課した、又は課すべきであ

った使用料の取扱いについては、なお従前の例による。 

 

 



多可町コミュニティプラザ条例の新旧対照表  

 

現            行 改            正 

（業務） （業務） 

第３条 プラザは、次に掲げる業務を行う。 第３条 プラザは、次に掲げる業務を行う。 

(１) 地域局としての業務に関すること。 (１) 地域局としての業務に関すること。ただし、中コミュニティプラザを除く。 

(２)・(３) （略） (２)・(３) （略） 

(４) 図書の利用、保存等に関すること。 (４) 図書の利用、保存等に関すること。ただし、中コミュニティプラザを除く。 

(５) （略） 

 

(５) （略） 

 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

名称 位置 

（略） 
 

名称 位置 

中コミュニティプラザ（中プラザ） 多可町中区茂利20番地 

（略） 
 

別表第２（第８条関係） 別表第２（第８条関係） 

名称 区分 金額（１時間につき） 

（略） 
 

名称 区分 金額（１時間につき） 

中コミュニテ

ィプラザ 

大会議室 1,080円 

      中会議室 640円 

       調理室            750円 

     和室（15畳）            370円 

     和室（12畳）            320円 

（略） 
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